
　当市では都市ガス・水道（簡易水道含む）・下水道事業を同一部局で運営しており、そのことによる共通経費の按分や人員
体制といったメリットが現状では指定管理や包括的民間委託の導入による効果よりも大きい状況である。
　平成28年度に策定した水道事業経営戦略においても、民間活力の活用についての検討を盛り込んでいるが、3事業一体
経営のメリットを考慮すると各事業単体で結論付けられるものではないため、経営状況の変化に注視しつつも当面は現行の
体制を継続していくことがベストであると考えている。

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における中
長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 水道事業 ― －

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性
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　当市では都市ガス・水道（簡易水道含む）・下水道事業を同一部局で運営しており、そのことによる共通経費の按分や人員
体制といったメリットが現状では民営化などによる効果よりも大きい状況である。
　令和2年度に策定したガス事業経営戦略においても、民営化などを含めた経営体制・手法の検討を盛り込んでいるが、３
事業一体経営のメリットを考慮すると各事業単体で結論付けられるものではないため、経営状況の変化に注視しつつも当面
は現行の体制を継続していくことがベストであると考えている。

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における中
長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 ガス事業 ― －

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性
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（取組の概要及び効果） （全部と一部の別） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

（取組の概要及び効果） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

（取組の概要及び効果） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

二次医療圏域内の公立病院再
編により、高度医療を担う県立
基幹病院の新設と、病床削減を
伴う既存病院の機能見直しが行
われた。当市においては、譲渡
を受けた県立１病院を機能見直
しのうえ改築したほか、既存１病
院の病床を削減した。

医療再編に伴い県立の１病院
の譲渡を受けることを契機に、
既存１病院を含めて指定管理制
度を導入した。

経営する２病院のうち、１病院を
廃止し、無床診療所化した。

検討中

検討中

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

実施済 ● 代行制 利用料金制 平成

 ● 27 4 1

実施予定 年 月 日

取組事項 （水道・簡易水道・下水道事業以外）広域化等

実施済 ● 平成

27 6 1

実施予定 年 月 日

年 月 日

実施予定

検討中

実施済 ●
全部廃止 一部廃止 平成

 ●
29 3 31

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 病院事業 ― －

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

● ● ●

取組事項

 ③事業目的の完了（造成地等の売却等の
   完了）による廃止

 ④民営化・民間譲渡による廃止
 ⑤広域化による廃止
 ⑥その他

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

● ①診療所化・介護施設化

 ②簡易水道事業の飲料水供給施設化

事業廃止

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況
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　当市では都市ガス・水道（簡易水道含む）・下水道事業を同一部局で運営しており、そのことによる共通経費の按分や人員
体制といったメリットが現状では指定管理や包括的民間委託の導入による効果よりも大きい状況である。
　平成28年度に策定した下水道事業経営戦略においても、民間活力の活用についての検討を盛り込んでいるが、3事業一
体経営のメリットを考慮すると各事業単体で結論付けられるものではないため、経営状況の変化に注視しつつも当面は現行
の体制を継続していくことがベストであると考えている。

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における中
長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 下水道事業 公共下水道 －

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性
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　当市では都市ガス・水道（簡易水道含む）・下水道事業を同一部局で運営しており、そのことによる共通経費の按分や人員
体制といったメリットが現状では指定管理や包括的民間委託の導入による効果よりも大きい状況である。
　平成28年度に策定した下水道事業経営戦略においても、民間活力の活用についての検討を盛り込んでいるが、3事業一
体経営のメリットを考慮すると各事業単体で結論付けられるものではないため、経営状況の変化に注視しつつも当面は現行
の体制を継続していくことがベストであると考えている。

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における中
長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 下水道事業 特定環境保全公共下水道 －

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性
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　当市では都市ガス・水道（簡易水道含む）・下水道事業を同一部局で運営しており、そのことによる共通経費の按分や人員
体制といったメリットが現状では指定管理や包括的民間委託の導入による効果よりも大きい状況である。
　平成28年度に策定した下水道事業経営戦略においても、民間活力の活用についての検討を盛り込んでいるが、3事業一
体経営のメリットを考慮すると各事業単体で結論付けられるものではないため、経営状況の変化に注視しつつも当面は現行
の体制を継続していくことがベストであると考えている。

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における中
長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 下水道事業 農業集落排水施設 －

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性
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　当市では都市ガス・水道（簡易水道含む）・下水道事業を同一部局で運営しており、そのことによる共通経費の按分や人員
体制といったメリットが現状では指定管理や包括的民間委託の導入による効果よりも大きい状況である。
　平成28年度に策定した下水道事業経営戦略においても、民間活力の活用についての検討を盛り込んでいるが、3事業一
体経営のメリットを考慮すると各事業単体で結論付けられるものではないため、経営状況の変化に注視しつつも当面は現行
の体制を継続していくことがベストであると考えている。

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における中
長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 下水道事業 小規模集合排水施設 －

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性
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　当市では都市ガス・水道（簡易水道含む）・下水道事業を同一部局で運営しており、そのことによる共通経費の按分や人員
体制といったメリットが現状では指定管理や包括的民間委託の導入による効果よりも大きい状況である。
　平成28年度に策定した下水道事業経営戦略においても、民間活力の活用についての検討を盛り込んでいるが、3事業一
体経営のメリットを考慮すると各事業単体で結論付けられるものではないため、経営状況の変化に注視しつつも当面は現行
の体制を継続していくことがベストであると考えている。

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における中
長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 下水道事業 個別排水処理施設 －

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性
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（取組の概要及び効果） （全部と一部の別） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

（取組の概要及び効果） （全部と一部の別） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

特別会計としての営業収入は
無くなったが、主な支出は地方
債の償還金のみと経常経費が
減少した。中でも、事業（索道施
設）の運営費補填のため、経常
的な一般会計からの繰出金約１
億2,000万円の歳出削減を図ら
れたことが、最大の効果として
挙げられる。また、施設の維持
管理等に直接雇用していた非
常勤職員等の減少により、人件
費の抑制にも繋がった。

平成25年の索道事業の廃止・
民営化（事業譲渡及び施設の
無償貸与）直前、人件費をはじ
め修繕費や維持管理費など５
か年平均で約１億6,000万円の
費用を要していたが、民営化後
は徐々に経費の縮減がみられ、
令和２年度索道事業に係る決
算額は5,945万円（主に借地料、
大規模修繕費等）と、単年度比
較で１億円程度の圧縮が図られ
た。また、民営ノウハウによる質
の良いサービス提供により、集
客効果の向上にも寄与してい
る。

検討中

取組事項 民営化・民間譲渡

実施済 ●
全部民営化・
全部民間譲渡

一部民営化・
一部民間譲渡 平成

●  25 11 1

実施予定 年 月 日

年 月 日

実施予定

検討中

実施済 ●
全部廃止 一部廃止 平成

●  

25 11 1

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 観光施設事業 索道 －

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

● ●

取組事項

 ③事業目的の完了（造成地等の売却等の
   完了）による廃止

● ④民営化・民間譲渡による廃止
 ⑤広域化による廃止
 ⑥その他

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

 ①診療所化・介護施設化

 ②簡易水道事業の飲料水供給施設化

事業廃止

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

- 9 -



　農村地域工業等導入計画に基づく工業団地の造成で、新たな雇用の場を創出することにより、農業従事者の所得の安定
や、若者定住等による地域づくりを目指すものであり、採算性や利益を求める事業ではないため。
　また、残り１区画となった造成用地について早期売却に向けた企業誘致活動を展開しており、立地企業が決定次第、造成
用地を売却し事業廃止としたいため、経営戦略の策定については予定していない。

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における中
長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 宅地造成事業 その他造成 －

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性
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（取組の概要及び効果） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

年 月 日

検討中

平成

 ● 18 4 1

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

実施済 ●

地方自治法に基づく公の施設
の指定管理制度の導入

代行制 利用料金制

実施予定

●

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 介護サービス事業 ― ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況
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（取組の概要及び効果） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

地方自治法に基づく公の施設
の指定管理制度の導入

検討中

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

実施済 ● 代行制 利用料金制 平成

 ● 18 4 1

実施予定 年 月 日

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 介護サービス事業 ― 指定介護老人福祉施設

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況
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（取組の概要及び効果） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

地方自治法に基づく公の施設
の指定管理制度の導入

検討中

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

実施済 ● 代行制 利用料金制 平成

 ● 18 4 1

実施予定 年 月 日

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 介護サービス事業 ― 老人短期入所施設

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況
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（取組の概要及び効果） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

地方自治法に基づく公の施設
の指定管理制度の導入

検討中

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

実施済 ● 代行制 利用料金制 平成

 ● 18 4 1

実施予定 年 月 日

団体名 業種名 事業名 施設名

魚沼市 介護サービス事業 ― 老人デイサービスセンター

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続

●

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況
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